
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等

を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条
　
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
事
業
税
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

イ
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

域
の
う
ち
当
該
過
疎
地
域
に
係
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
伴
い
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
新
た
に
当
該
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
地
区
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第
二
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第

三
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第
三
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
二
千
七
百
万
円
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し

た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収

入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

ロ
　
畜
産
業
又
は
水
産
業
を
行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か
つ
、
二
分
の

一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
公
示
日
の
属
す
る
年
以
後
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

二
　
不
動
産
取
得
税
　
特
別
償
却
設
備
設
置
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
公
示
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
場
合

三
　
固
定
資
産
税
　
特
別
償
却
設
備
設
置
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
公
示
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

（
特
別
償
却
設
備
に
係
る
所
得
金
額
等
の
計
算
方
法
）

第
二
条
　
前
条
第
一
号
の
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
の
法
人
の
場
合

当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
当
該
法
人
に
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
該
事
業
年
度
に
係
る
所
得×

（
当
該
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
設
備
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額
／
当
該
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

が
当
該
都
道
府
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額
（
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
又
は
ガ
ス
供
給
業
の
法
人
に
あ
っ
て
は
当
該
固
定
資
産
の
価
額
の
う
ち
製
造
事
業
用
、
農
林
水
産
物
等
販
売
業
（
法

第
三
十
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
物
等
販
売
業
を
い
う
。
）
用
又
は
旅
館
業
用
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額
）
）

二
　
前
号
以
外
の
場
合

当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
当
該
法
人
又
は
個
人
に
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
該
事
業
年
度
又
は
当
該
年
に
係
る
所
得×

（
当
該
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
設
備
に
係
る
従
業
者
の
数
／
当
該
設
備
を
新
設
し
、

又
は
増
設
し
た
者
が
当
該
都
道
府
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
）

２
　
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
（
以
下
「
鉄
軌
道
事
業
」
と
い
う
。
）
と
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
を
あ
わ
せ
て
行
う
法
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
固
定
資
産
の
価
額
及
び
従
業
者
の
数
並
び
に
前
項
の
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
の
所
得
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
四
項
か
ら

第
六
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
税
の
分
割
基
準
及
び
所
得
の
算
定
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
年
度
）

第
三
条
　
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
に
係
る
年
度
は
、
事
業
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
し
た
最
初
の
年
度
か
ら
五
箇
年
度
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
過
疎
活
性
化
法
の
規
定
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
旧
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
自
治
省
令
第
十
三
号
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
後
も
、
旧
過
疎
活
性
化
法
の
規
定
が
効
力
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

1



１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
（
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
（
「
第

十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
の
規
定
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、

平
成
十
七
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、

又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、

又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
三
条
の
改
正
規
定
、

第
四
条
中
半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
五
条
中
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均

一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
六
条
中
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
（
「
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
（
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
を
い
う
。
）
用
」
を
「
農
林
水
産
物
等
販
売
業
（
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
物
等
販
売
業
を
い
う
。
）
用
」

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
条
中
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
八
条
中
沖
縄

振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
七
条
の
改
正
規
定
、
第
十
条
中
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除

又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
改
正
規
定
、
第
十
一
条
の
規
定
及
び
第
十
二
条
中
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
地
方

税
法
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
三
条
の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
半
島
振
興
法
第

十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
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に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合

等
を
定
め
る
省
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
過
疎
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
算
式
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別

措
置
法
第
十
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
九
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴

う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
新
沖
縄
省
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又

は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に

伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
地
域
再
生
省
令
」
と

い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
は
、
地
方
税
法
改
正
法
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
地
方
税
法
改
正
法
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
新
過
疎
省
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
算
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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